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１Ａ０３

支援項目の逐次の最適化を通じた支援制度の持続的展開

戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）の事例から

〇楠田 真之 （中小企業庁経営支援部技術・経営革新課）

高倉 秀和 （中小企業庁経営支援部技術・経営革新課）

後藤 芳一 （東京大学工学系研究科マテリアル工学専攻）

１．はじめに

中小企業者が保有するものづくり基盤技術の高度化を図り、我が国製造業の国際競争力の強化及び新

たな事業の創出することを目的として、平成 年 月 日に中小企業のものづくり基盤技術の高度化

に関する法律（以下、「中小ものづくり高度化法」という。）が公布され、同年 月 日に施行された。

同法に基づき、我が国製造業の国際競争力の強化又は新たな事業の創出に特に資するものであり、事業

活動の相当部分が中小企業者によって行われる技術を「特定ものづくり基盤技術」として指定し、当該

技術に係る「特定ものづくり基盤技術高度化指針」を定めている。中小企業者はこうした技術の高度化

を図るために同指針に基づいた「特定研究開発等計画」を作成し、経済産業大臣の認定を受けることで、

（ ）戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）（平成 年～平成 年委託費、平成 年度、

平成 年度補助金）、（ ）特許料及び特許審査請求料の軽減、（ ）政府系金融機関による低利融資制度、

（ ）中小企業信用保険法の特例、（ ）中小企業投資育成株式会社法の特例といった支援措置を受ける

ことができる。

また、一般的に政策評価については、一つの事業に対して、一つの手法を用いることが多い。効果的

な改善を図るためには、制度の特徴をとらえて、それに応じた評価を行う必要がある。

本稿は、サポイン事業との評価手法を事例とし、イノベーションのＰＤＣＡサイクルのあり方につい

て分析するものである。

図１．中小ものづくり高度化法の概要
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（ハ）事業計画の認定

当該事業は、他の事業と違い、事業計画を中小ものづくり高度化法に基づき、認定された事業

に対して支援するものである。

（ニ）中小企業に対する支援

当該事業は、中小企業に対す

る支援である。そのため、一般

的に大企業と比べて、売上高・

計上利益が低く、財務省法人企

業統計からも自己資本比率が低

いことが見てとれる。これらの

状況を踏まえると、中小企業は、

大企業と比較して財務基盤が強

くないため、継続的研究開発を

行うことが難しい。そのため、

事業化においては、長期間では

なく、一定の期間で事業化する

ことが求められる。

４． 評価の手法

評価については、（１）、（２－１）、（２－２）の３つの手法によって行っている。

（１）特定ものづくり基盤技術高度化指針の改正

中小ものづくり高度化法は、その第２条２項において、特定ものづくり基盤技術を「中小企業

者がその高度化を図ることが我が国製造業の国際競争力の強化又は新たな事業の創出に特に資

するもの」を指定することとしている。

他方で、時代のニーズを踏まえた指針となるよう、当該技術指定は、必要に応じて、適宜適切に

見直していくこととしている。

（２－１）産業構造審議会による制度の中間評価

産業構造審議会においては、制度の中間評価を３年毎に行っており（平成２０、２３、２６年

度）、第三者による評価を行うことで、制度のあり方に対して、定期的な見直しを図っている。

図５．特定ものづくり基盤技術高度化指針の改正

図４ 自己資本比率の推移

図２ イノベーションのＰＤＣＡのあり方

２．サポイン事業の概要と特徴

サポイン事業の概要は下記図３のとおりであるが、その特徴は（イ）～（ロ）の４つにまとめること

ができる。

図３．サポーティング・インダストリー支援事業の概要

（イ）恒久法に基づいた取組

サポイン事業は、１．で述べたように、恒久法に基づいて支援される事業である。そのため、

数年で終了することが多い他の事業と比べ、事業を進めていく過程で、事業の運営面での熟度が

高くなり、効率的な運用可能となる。

一方で、恒久法であるため、不断の見直しを図り、陳腐化をしないよう事業の方向性を修正し

続ける必要がある。

（ロ）ものづくり基盤技術の高度化に対する支援

当該事業は、ものづくり基盤技術の高度化に対する支援であるが、ものづくり基盤技術は、時

代によって、求められるものが変化する。時代の流れに沿ったニーズを踏まえた事業であるため

には、ものづくり基盤技術に求められるものを整理し、方向性を示す必要がある。
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（ハ）事業計画の認定

当該事業は、他の事業と違い、事業計画を中小ものづくり高度化法に基づき、認定された事業

に対して支援するものである。

（ニ）中小企業に対する支援

当該事業は、中小企業に対す

る支援である。そのため、一般

的に大企業と比べて、売上高・

計上利益が低く、財務省法人企

業統計からも自己資本比率が低

いことが見てとれる。これらの

状況を踏まえると、中小企業は、

大企業と比較して財務基盤が強

くないため、継続的研究開発を

行うことが難しい。そのため、

事業化においては、長期間では

なく、一定の期間で事業化する

ことが求められる。

４． 評価の手法

評価については、（１）、（２－１）、（２－２）の３つの手法によって行っている。

（１）特定ものづくり基盤技術高度化指針の改正

中小ものづくり高度化法は、その第２条２項において、特定ものづくり基盤技術を「中小企業

者がその高度化を図ることが我が国製造業の国際競争力の強化又は新たな事業の創出に特に資

するもの」を指定することとしている。

他方で、時代のニーズを踏まえた指針となるよう、当該技術指定は、必要に応じて、適宜適切に

見直していくこととしている。

（２－１）産業構造審議会による制度の中間評価

産業構造審議会においては、制度の中間評価を３年毎に行っており（平成２０、２３、２６年

度）、第三者による評価を行うことで、制度のあり方に対して、定期的な見直しを図っている。

図５．特定ものづくり基盤技術高度化指針の改正

図４ 自己資本比率の推移

図２ イノベーションのＰＤＣＡのあり方

２．サポイン事業の概要と特徴

サポイン事業の概要は下記図３のとおりであるが、その特徴は（イ）～（ロ）の４つにまとめること

ができる。

図３．サポーティング・インダストリー支援事業の概要

（イ）恒久法に基づいた取組

サポイン事業は、１．で述べたように、恒久法に基づいて支援される事業である。そのため、

数年で終了することが多い他の事業と比べ、事業を進めていく過程で、事業の運営面での熟度が

高くなり、効率的な運用可能となる。

一方で、恒久法であるため、不断の見直しを図り、陳腐化をしないよう事業の方向性を修正し

続ける必要がある。

（ロ）ものづくり基盤技術の高度化に対する支援

当該事業は、ものづくり基盤技術の高度化に対する支援であるが、ものづくり基盤技術は、時

代によって、求められるものが変化する。時代の流れに沿ったニーズを踏まえた事業であるため

には、ものづくり基盤技術に求められるものを整理し、方向性を示す必要がある。
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１Ａ０４ 

次世代研究基盤戦略を見越した共用実績データマネジメントの試行 

 

 
○阿部真育（北海道大学グローバルファシリティセンター） 

江端新吾（北海道大学 URAステーション） 

 

 

 
１．はじめに 

 平成１８年に閣議決定された第３期科学技術基本計画において, 科学技術振興のための基盤強化を

目的に先端大型研究設備の整備と共用促進が提言された.その後の第４期並びに第５期科学技術基本計

画においても,先端分析機器の共用化は研究基盤強化の柱の一つであり続けている． 

施策としての研究基盤強化が成熟に向かいつつある一方,第４期科学技術基本計画以降,大学や研究

機関側には PDCA サイクルの確立といった研究基盤管理システム全体の具体的なマネジメント方法の提

言が求められるようになっている．そのような状況の中,北海道大学では先端機器の共用化政策を先進

的かつ体系的に進めており,分析機器共用関連のデータ（以下,共用実績データ）の蓄積年数は既に 10

年を超える．このため,事業の評価や見直し方針の検討を定量的に行える土台が整いつつある. しかし

ながら全国的に見て,限られた予算内で機器の維持・購入の優先順位を定量的に求める方法論は,筆者の

知るところでは未だ確立されていない.  

そこで本研究では,共用実績データマネジメント手法を確立することで,短期的な分析機器メンテナ

ンス方針から長期的な分析機器マネジメント方針までを定量的に整理し,次世代の研究基盤戦略構築へ

の提言を試みる．具体的には時系列分析を主たる分析方法として用いることで,北海道大学が保有して

いる分析機器の利用状況推移を予測も含めて把握し,持続可能な分析機器運用の可能性を示す. 

 

２．継続的事業評価方法としてのロジックモデル 

 新行政マネジメント（NPM：New Public Management）理論 1によれば,すべての施策・事業には必ずそ

の活動によってどのような成果が生み出されるのかという論理・道筋の仮説が存在する．また近年はス

トーリー思考に代表されるように,現在置かれた状況からどのようなストーリーを立てることで最終的

な目標に至るかを論理的に検討する方法も様々な分野で着目されている 2． 

そのような方法論の中で,ロジックモデルは NPM理論を支援する基本的ツールとして定着しており,行

財政改革の実践の中で適用されてきた実績を有している．ロジックモデルとは最終的な成果を設定し,

それを実現するために具体的にどのような中間的な成果を必要とし,またそのような成果を得るために

はどのようなデータ収集を行う必要があるのかを体系的に明示するためのツールである（図-１）．欧米

諸国ではロジックモデル作成のマニュアルも提案され,幅広く適用されている 3．わが国においても,平

成 13 年に『行政機関が行う政策の評価に関する法律」が施工され,各省庁において,政策評価活動のた

めの基本計画策定にロジックモデルが活用されている例が多く見られる． 

ロジックモデルの形式的な特徴としては,1)実際の日常業務から最終的な成果に到るまでの過程を 1

本もしくは複数の線によって繋げること,2)成果の段階を複数段階に分けて提示すること,が挙げられ

る．成果の段階とは,図-1 に示すような具体的な活動から最終的な成果に至るまでの中間段階にどのよ

うなことが起こりうるかの検討事項に該当する．それらの特徴をもって,ブラックボックスになりがち

な施策・事業の成果導出過程を明示化することがロジックモデル構築の目的となる．ロジックモデルを

作成する最大の利点は,事業計画の立案者,実施者,管理者,評価者,利害関係者等の様々な主体が,本格

的な政策論争を行い導き出した共通認識を具現化できるところにある．それによりどの立場から見ても

見直すべき点が抽出されることとなり,具体的な将来像と現状の課題を常に把握しながら,事業計画の

見直しを行うことが可能となる． 

                                                   
1 大住荘一郎：ニューパブリック・マネジメント，日本評論社，1999. 
2 神田 昌典：ストーリー思考, ダイヤモンド社, 2014. 
3 W.K.Kellogg Foundation: W.K.Kellogg Foundation Evaluation Handbook,1998. 

（２－２）フォローアップ調査による目標設定

サポイン事業では、事業終了後、８年間のフォローアップ調査を行っている。図５にある①～

④の４つの指標によって、フォローアップ調査を行い、定量的な評価を行うことで、事業を評価

している。

①研究開発終了時点における研究開発達成度が５０％以上

②終了５年経過時点での事業化達成率が５０％以上

③終了５年経過時点での総売上累計額が総予算投入額の１５０％以上

④終了８年経過時点での成果波及効果が総予算投入額の５倍以上

５．サポイン制度と評価手法の対応

（１）特定ものづくり基盤技術高度化指針の改正

当該評価手法は、（イ）恒久法に基づいた取組と（ロ）ものづくり基盤技術の高度化に対する

支援に対してニーズを踏まえた指針の改定という形で、効果的な評価・対応を行うことができる。

（２－１）産業構造審議会による制度の中間評価

第三者による委員会で評価を行っている当該評価制度においては、「目標の妥当性」という指

標で評価を行っており、（ハ）事業計画の認定に対して、適切に行われているか評価する指標と

なっており、平成２０、２３、２６年度において、評価が順に上がっており、制度の運営の熟度

が上がっていることが窺える。

（２－２）フォローアップ調査による目標設定

当該評価においては、（ニ）中小企業に対する支援に対して、終了５年経過時点での事業化達

成率が５０％以上、終了５年経過時点での総売上累計額が総予算投入額の１５０％以上という形

で、評価を行っており、財務基盤が強くない中小企業に対する支援として、適切な評価がなされ

ているかを評価している。また、平成２７年時点の評価においては、目標を達成しており、事業

としての一定の効果が見て取れる。

６．終わりに

上記では、今後のイノベーションのＰＤＣＡあり方について、サポイン事業を一例として示した。具

体的には制度の特徴をとらえて、それに応じた評価を行うことで改善を図ることで、継続的かつ効率的

な運用が可能であることを示した。
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